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市第５号議案 
横浜市市税条例の一部改正 

税目 主な改正項目 改 正 案 の 内 容 

公的年金からの特別徴収制度の創設に伴い、対象者、特別徴収

義務者等に関する規定を新設  
【主な規定内容】 
①対象者     → 65歳以上の公的年金等の受給者 

※対象外（介護保険料の特別徴収と同様） 
・ 老齢基礎年金額が 18万円未満の方 
・ 特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える方 等 

市民税が非課税となる年金収入金額(65歳以上) 
単身   155万円(月額約 12万 9千円)以下 
夫婦２人 211万円(月額約 17万 5千円)以下 

           横浜市における対象見込者数 約 19万人 
            ※ 横浜市の年金受給者総数（約 68万人）の約３割 

②特別徴収義務者 → 社会保険庁等 
③特別徴収の方法 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ※ 特別徴収を開始する年度の扱い 
 
 
 

 
【参考】納税方法の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個 
 

人 
 

市 
 

民 
 

税 

１ 公的年金から

の特別徴収制

度の創設に伴

う規定の新設 

 市税条例 
第 33条の５の２
第 33条の５の３ 
第 33条の５の４ 
第 33条の５の５ 
第 33条の５の６ 
第 33条の５の７ 

【適用】平成 21 年 10 月支給分から  

普通徴収 特別徴収 
 

６月 ８月 10月 12月 ２月 

税 額 
年税額の 
１/４ 

年税額の 
１/４ 

年税額の 
１/６ 

年税額の 
１/６ 

年税額の 
１/６ 

 

特別徴収 
前年度特別徴収税額による仮徴収 当年度税額による本徴収  
４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月 

税 額 １/３ １/３ １/３ １/３ １/３ １/３ 

 

前年の 10 月から当年の３月までの
半年間に徴収した額の1/3ずつ徴収 

年税額から仮徴収した額を差し
引いた額の 1/3ずつ徴収 

 特別徴収制度導入後  

住民税 

特別徴収後 
の 年 金 社会保険庁等 

(年金保険者) 

年 金 
受給者 

区役所 

納税者側のメリット 
納税に出向く必要がない 

市側のメリット 
徴収事務の効率化 

年金保険者が年金から住民税を徴収し、区役所へ直接納入 

平 成 2 0 年 ６ 月 1 7 日 
都市経営・行政運営調整委員会 
配 付 資 料 
行 政 運 営 調 整 局 

 現 状  

年 金 住民税 
社会保険庁等 
(年金保険者) 

年 金 
受給者 

銀行 
区役所等 窓口 

<普通徴収> 
年４回、納税者が銀行・区役所等の窓口又は口座振替により納税 

(例)(年30,300円) (5,000円)   (5,000円) (5,000円) (5,100円)  (5,100円)   (5,100円) 
 

(例)  (年30,000円)    (7,500円)   (7,500円)  (5,000円)    (5,000円)     (5,000円) 
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目 税 主な改正項目 改 正 案 の 内 容 

証券税制の見直しに伴い、上場株式等に係る譲渡益及び配当に

関する規定を整備  

【主な規定内容】 
（譲渡益関係） 
① 現行の上場株式等の譲渡益に係る軽減税率の適用 

→ 平成 20年 12月 31日までの間に行われる譲渡をもって廃止 

② 平成 21年１月１日から平成 22年 12月 31日までの間の上場株式等の譲渡益

の 500万円以下の部分 
 → 現行の軽減税率を適用 

（配当関係） 
③ 上場株式等に係る配当 

→ 申告分離課税の規定を新設し、総合課税との選択制を導入 

④ 平成 21年１月１日から平成 22年 12月 31日までの間の上場株式等の配当に

ついて、申告分離課税を選択した場合の配当の 100万円以下の部分 
 → 現行の軽減税率を適用 

個 
 

人 
 

市 
 

民 
 

税 

２ 証券税制の見

直しに伴う規

定の整備 

市税条例附則 
第 10条の２ 
第 13条の２ 

旧市税条例附則 
第 13条の２の２ 

改正市税条例附則 
第５項 
第６項 

【適用】平成 21 年中の所得に対する課税分から  

【参考】地方税法等における上場株式等の譲渡益・配当に係る課税制度の改正概要 

１ 譲渡益・配当に係る軽減税率を平成 20年末をもって廃止 

 

 

 

 

 

 

２ 平成 21、22年分の譲渡益・配当に対する特例措置 

  500万円以下の譲渡益 

  100万円以下の配当 
 
３ 配当の申告分離課税制度を創設 → 譲渡損失との損益通算が可能 

 

 

配当       源泉徴収 

 

譲渡益 

 

投 資 家 

 
 

→  現行の軽減税率を適用 

申告不要 

確定申告 
（総合課税） 

 
選 択 

軽減税率(%)  
譲渡益 配当 

市民税 -(1.8) - 
県民税 3(1.2) 3 
所得税 7 7 
合 計 10 10 
※ ( )は申告分離課税の税率 
※ 市民税が－の部分は県民

税として徴収のうえ、県税
交付金として市に交付 

税 率 (%)  
譲渡益 配当 

市民税 -(3) -(3) 
県民税 5(2) 5(2) 
所得税 15 15 
合 計 20 20 
※ ( )は申告分離課税の税率 
※ 市民税が－の部分は県民税

として徴収のうえ、県税交
付金として市に交付 

改正後 

証券会社 
特定口座 

申告不要 

選 択 

確定申告 
（分離課税） 

配当の選択肢に 
分離課税を追加 

配当所得から 
譲渡損失の差し 
引き（損益通算）
が可能になる 

源泉徴収 
（損失） 

改正後 改正前 
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目税 主な改正項目 改 正 案 の 内 容 

熱損失防止改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額措

置の創設に伴い、その減額を受ける場合に、次のとおり申告を行

うこととする規定を新設  

① 納税義務者の住民票の写し、改修工事証明書等を添付  

② 改修工事完了後３か月以内に区役所へ申告  
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資 
 

産 
 

税 

３ 熱損失防止改

修住宅に係る

減額措置創設

に伴う規定の

新設 

 
市税条例附則 
第 13条の６ 

 

【適用】平成 21 年度分から  

(1) 長期優良住宅に係る固定資産税減額措置の創設に伴い、その

減額を受ける場合に、次のとおり申告を行うこととする規定を

新設  

 ① 納税義務者の住民票の写し、認定を受けて新築された長期優

良住宅であることを証する書類等を添付  

 ② 新築された日から翌年の１月 31 日までに区役所へ申告  

(2) 都市計画税についても減額措置を適用する規定を新設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固 

定 

資 
産  

税 
･ 

都 

市 

計 

画 

税 

４ 長期優良住宅

に係る減額措

置創設に伴う

規定の新設 
 

市税条例附則 
第 13条の３の２ 
第 13条の３の３ 

【施行】長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から 
 
※ その他条文の整備を行います。 

【参考】地方税法における長期優良住宅を新築した場合の減額措置の概要 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新新築築後後最最初初のの課課税税年年度度かからら５５年年度度分分（（中中高高層層耐耐火火建建築築物物はは７７年年度度分分））  

家家屋屋にに対対すするる固固定定資資産産税税のの１１／／２２をを減減額額 

長長期期優優良良住住宅宅のの普普及及のの促促進進にに関関すするる法法律律※※のの施施行行のの日日かからら  

平平成成 2222年年３３月月 3311日日ままででのの間間にに新新築築さされれたた長長期期優優良良住住宅宅  

※第 169回国会において審議中 
長期優良住宅とは、次のような構造等を有するもの 

・腐食の防止、耐震性等の基準に適合 ・利用状況の変化に対応する構造 
・維持保全が容易 ・高齢者が利用し易い ・エネルギー効率がよい 

【参考】地方税法における熱損失防止改修工事をした場合の減額措置の概要 
  

  費費用用がが 3300 万万円円以以上上のの次次のの改改修修工工事事をを行行っったた場場合合    

① 窓の断熱改修工事(必ず含むこと)  ② 床の断熱改修工事 
③ 天井の断熱改修工事          ④ 壁の断熱改修工事 

※ ①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に
新たに適合するものになること 

【 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日までの工事 】 

翌翌年年度度のの家家屋屋にに対対すするる固固定定資資産産税税((112200㎡㎡相相当当分分ままでで))のの  
１１／／３３をを減減額額  

 

平成 20年１月１日に存する住宅（賃貸住宅を除く） 


